


 

事  務  連  絡 

平成 26 年 12 月５日 

 

 

各都道府県 介護保険主管部（局）御中 

各市区町村 介護保険主管部（局）御中 

 

 

                厚生労働省老健局振興課   

 

 

地域支援事業における包括的支援事業（地域包括支援センター運営分） 

及び任意事業の平成２７年度以降の上限の取扱について 

 

 

平素より、介護保険制度の円滑な実施にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、2025 年（平成 37 年）には団塊の世代が 75 歳を迎えるなど少子高齢化が進展

していく中、今般の制度改正では、住み慣れた地域で、人生の最期まで自分らしい生活

を送ることができるよう地域包括ケアシステムの実現に向けて、制度の持続可能性を確

保しながら、生活支援の体制整備へ向けた取組を推進するなど所要の見直しが行われま

した。 

 

このような中、行政（市町村）機能の一部として地域の最前線に立ち、高齢者の総合相

談をはじめ、権利擁護、介護予防のケアマネジメント、医療・介護等の多職種協働による

地域ケア会議を運営する地域包括支援センターは、高齢者の人口規模を踏まえた体制を踏

まえつつ、地域包括ケアシステム構築に向けた中核機関として機能強化が図れるよう、効

率的・効果的な体制整備が求められています。 

 

このため、地域支援事業のうち包括的支援事業（地域包括支援センター運営分）及び任

意事業の上限額の仕組みを改め、今後、中長期的な視野も踏まえながら地域包括支援セン

ターの体制整備を地域の実情に応じて図ることが可能となるよう、別紙１のとおり見直す

予定です。 

 

最終的には、年度末までに政令等の改正を行う予定ですが、今回の上限見直しの内容に

つきまして、貴管内市区町村に周知いただきますようお願いします。 

 

注１：制度改正で新たに包括的支援事業に位置づけられた在宅医療介護連携推進、認知

症総合支援、地域ケア会議、生活支援体制整備の事業に係る上限については、本

事務連絡でお示しする上限とは別枠で設定する予定ですが、現在、予算編成過程

の中で財政当局と調整中であり、別途お示し致します。 

 

注２：任意事業の実施内容については、今般の制度改正に併せて、新規施策等との事業

内容の整理を行っており、関係省庁等と調整次第、別途お示し致します。 

 

別紙１：包括的支援事業（地域包括支援センター運営分）・任意事業の上限の見直し 

別紙２：地域包括支援センターの機能強化について 










